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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年７月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成３１年１月１３日 ００時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県種子島北東方沖 

 喜志鹿
き し か

埼灯台から真方位０６２°６.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３０°５３.０′ 東経１３１°１０.０′） 

事故の概要  漁船第三十一豊
ほう

徳
とく

丸は、操業中、甲板員が、ロープに跳ね飛ばされ

て甲板上に強打し、死亡した。 

事故調査の経過  平成３１年１月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十一豊徳丸、１９トン 

 ＫＧ２－５５０５、うえむら漁業生産組合 

 ２８.１０ｍ×５.２６ｍ×１.８１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３６kＷ（動力漁船登録票による）、平成２１年

６月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３５歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２２年９月２７日 

  免許証交付日 平成２７年２月１０日 

        （令和２年９月２６日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５０歳 

甲板員Ｂ 男性 ６０歳 

漁労長 男性 ６８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年６月２日 

  免許証交付日 平成２８年９月２７日 

         （令和４年１月２９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風速 約６.０～６.５m/s、視界 

良好 

海象：波高 約１.５ｍ 
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 事故の経過 本船は、巻き網漁に従事する巻き網船団の運搬船で、船長、甲板員Ａ

及び甲板員Ｂほか１人が乗り組み、平成３１年１月１２日１３時００

分ごろ操業の目的で種子島東方の漁場に向けて鹿児島県枕崎市枕崎港

を出港した。 

巻き網船団は、１９時００分ごろ漁場に着いて魚群の探索を開始

し、２３時３０分ごろ種子島北東方沖の漁場で網船が投網を開始し

た。 

本船は、‘巻き網に接続している直径約３８mmのナイロン製ロープ’

（以下「アバロープ」という。）の先端のわ
．
っか
．．

に‘本船から繰り出

した直径約３８mm のナイロン製ロープ’（以下「本件ロープ」とい

う。）を通し、本船の船首部の三方ローラを経由してボラードに取

り、巻き網を引いていた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、網船が投網を終えた後、船首部に配置した甲板員Ａ及び甲

板員Ｂが、アバロープを網船に渡して網船が同ロープを取り込み、網

船からの合図を受けてアバロープを送り出そうと右舷側ボラードから

本件ロープを離したが、アバロープ先端のわ
．
っか
．．

と本件ロープとが絡

まった状態となった。（図２、写真１、写真２参照） 
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図１ アバロープ及び本件ロープの状況 
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甲板員Ｂは、アバロープと本件ロープとが弛
たる

んだ状態だったので、

本件ロープを引っ張ればアバロープとの絡みがほどけると思い、１３

日００時００分ごろ、船首部が上下する状況の中、船首部右舷側で絡

みをほどく作業を行っていた際、アバロープと本件ロープが張った状

態で本件ロープが三方ローラから外れ、右舷後方に振れて近くにいた

甲板員Ａと共に本件ロープに跳ね飛ばされ、身体を甲板上に強打し

た。（図３参照） 

 

 

 

 

 

写真１ アバロープと本件ロープとが絡んだ状態 
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三方ローラ 

右舷側 

ボラード 
写真２ 本事故当時の配置 

図２ アバロープを網船が取った状況 
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甲板員Ｂは、一時的に記憶を失ったがすぐに左舷船首部で倒れてい

るのに気付き、自身の船首側に甲板員Ａが倒れているのを認めた。 

甲板員Ｂは、アバロープを見たところ、アバロープと本件ロープと

がつながった状態で右舷船首寄りのボラードに当たっているのを認

め、本件ロープを包丁で切断した。 

船長は、操舵室で本船の裏漕
う ら こ

ぎ作業を行っていたところ、甲板員Ｂ

から事故が発生したとの報告を受け、網船に乗船していた漁労長に無

線で本事故の発生を連絡した。 

本船は、漁労長の指示で、船長が１１９番通報するとともに、裏漕

ぎ作業を僚船と交代して鹿児島県西之表
にしのおもて

市西之表港に向かった。 

甲板員Ａは、本船が西之表港に入港した後、救急車で病院に搬送さ

れたが、０３時０１分ごろ死亡が確認され、多発外傷による外傷性失

血死と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  甲板員Ａは、平成３０年９月中旬に初めて漁船に甲板員として乗船

していた。 

 甲板員Ｂは、ふだん、アバロープを本件ロープから離して網船に渡

す作業を１人で行っていたが、本事故当時、甲板員Ａに同作業の手順

等を教える目的で甲板員Ａと共に作業を行っていた。 

 本船は、アバロープを本船から離す装置を備えており、レバーを引

くとアバロープが外れるようになっていたが、本事故当時、作動状態

が悪く、使用していなかった。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析 

 乗組員等の関与 

 

不明 

アバロープ 
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図３ 本件ロープがボラードから外れた状況 
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写真３ アバロープを本船から外す装置 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

あり 

 甲板員Ａの死因は、多発外傷による外傷性失血死であった。 

本船は、種子島北東方沖において、絡まったアバロープと本件ロー

プとを外す作業を行っていた際、アバロープと本件ロープが張って本

件ロープが三方ローラから外れ、右舷後方に振れたことから、近くに

いた甲板員Ａが本件ロープに跳ね飛ばされて身体を甲板上に強打した

ものと考えられる。 

本船は、本事故発生当時、約１.５ｍの波高で船首部が上下してい

るなかで作業を行っていたことから、弛んでいたアバロープと本件

ロープが張って三方ローラから外れた可能性があると考えられる。 

本船は、甲板員Ｂが、船首部のボラードに取っていた本件ロープを

離した際、アバロープと本件ロープとが絡まったが、その状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、種子島北東方沖において、絡まったアバ

ロープと本件ロープとを外す作業を行っていた際、アバロープと本件

ロープが張って本件ロープが三方ローラから外れ、右舷後方に振れた

ため、近くにいた甲板員Ａが跳ね飛ばされて身体を甲板上に強打した

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・アバロープと本件ロープとが絡まった際、運搬船を網船に近づけ

て絡まった部分を船首部の安全な場所に取り込み、絡まりを外す

こと。 

・アバロープを自船から外す装置が常時使用できるように整備して

おくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所 

（平成３１年１月１３日 

 ００時００分ごろ発生） 
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